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先行政令指定都市における区名候補の選定基準について 
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■選考の基本方針 

 行政区の名称は、区域の住

民の日常生活に密接に関係す

るものであるため、住民に親

しみやすく、愛着のもてるも

のであるとともに、各区のそ

れぞれの特色を表現し、本市

の魅力を内外に広く周知する

ものであることに留意するも

のとする。 

 また、行政区は、市域全体

の均衡ある発展を目指してい

くうえで、極めて重要な役割

をもつものであるため、その

名称の決定に当たっては、広

範な市民の意見を聴取し、市

民の参画意識を促すことに留

意するものとする。 

■区名選定の基本的な考え方

・政令指定都市としての新し

いまちづくりにふさわしく、

区の一体感の醸成が図られる

ものとする。 

・区名は住所の一部となり、

住民の日常生活に密接に関わ

りを持つものであるため、親

しみやすく、愛着の持てるも

のとする。 

・各区の名称は、全市的観点

からの整合性を考慮するもの

とする。 

 

 

 

 

 

■選定の基本方針 

・区の名称（区名）は、住所

の一部などに使われることか

ら、市民に長く愛されるもの

となるよう、広く市民から区

名案を募集する。 

・区名は、簡潔で、親しみや

すく、できるだけ各区の特色

を表すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 浜松市についても、区名案募集及び区名投票を実施しているが、区名候補の選定基準は公開された

資料がなく詳細は不明 


